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令和５年度公正取引委員会調達改善計画の年度末自己評価結果（概要） 

 

令和６年６月２１日 

公 正 取 引 委 員 会 

 

１ 重点的な取組 

(1) トータルコストを重視した調達の検討 

当委員会に設置している複合機について、これまで複数あった契約を１

つにまとめて新たに５年間の賃貸借及び保守等業務契約を締結するため、

利用実績等を踏まえて設置台数やスペックの見直しを行い、複合機の設置

台数を７５台から７０台に削減し、このうち２０台を高速機（コピースピ

ード：７０枚以上/分）から中速機（コピースピード：５５枚以上/分）に

スペックを落として調達した。 

このように長期契約をするような案件については、利用状況等の変化に

応じて調達内容を見直す必要があることから、複合機以外の庁舎内のイン

フラ（事務機器等）についても、利用状況等の変化に応じて調達内容を見

直すとともに、購入価格のみにとらわれず、調達後の運用・維持管理に要

する費用を含めたトータルコストを重視して、計画的に経済性の高い調達

を行うよう努める。 

 

(2) 情報システム調達の改善 

情報システム調達については、公正取引委員会内の情報システムに関す

る調整、企画、実施、予算及び調達並びに申請・届出等手続におけるオン

ライン利用促進等電子政府に係る施策について統括する全体管理組織（以

下「ＰＭＯ」という。）が、各課室の調達案件の概要を把握するとともに、

事業者からの提案内容や積算内容を確認するなどして、調達方針の検討に

関与した。令和４年度において、システムの設計・開発業者（以下「既存

業者」という。）以外から参考見積の協力が得られず、既存業者と随意契約

を締結するしかなかった１件について、令和５年度は、ＰＭＯが調達方針

に関与した結果、複数の事業者から参考見積の協力が得られて、競争に付

することが可能であると判断できたため、一般競争入札を実施し、既存業

者以外の事業者と契約を締結することができた。 

このように、案件によっては、既存業者以外の事業者からも調達が可能

となる場合があることが改めて判明したことから、引き続き、案件の特性

を考慮の上、既存業者以外の事業者の競争参加の可否を確認するなど、競

争性の確保に努め、更なる改善策の検討を進める。 
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２ 共通的な取組 

(1) 調達改善に向けた審査・管理の充実 

入札の公告は、原則入札の１５日前に実施するよう努めたところ、令和

５年度に入札によって契約した６６件のうち、６２件（９３．９％）にお

いて入札の１５日前に入札の公告を実施することができた。 

このほか、案件ごとに、事業者に過度な負担を課し、入札参加を躊躇さ

せる要因となっていないかとの観点から、契約から履行までの期間（以下

「履行期間」という。）や入札の公告から契約開始までの準備期間が十分に

確保できているかなどについて検討し、前年度と比較可能な１１件のうち

８件（７２．７％）において履行期間を従前より長くしたところ、当該８

件中６件（７５．０％）で新規事業者が応札した。また、年間契約など、

履行期間を変更できない案件については、前年度と比較可能な２０件のう

ち１３件（６５．０％）において、入札の公告から契約開始までの準備期

間を従前より長くしたところ、当該１３件中９件（６９．２％）において

新規事業者が応札した。 

 

(2) 調達事務のデジタル化の推進 

令和５年度に入札により契約した６６件について、全ての入札において

電子調達システム（以下「ＧＥＰＳ」という。）を利用して入札の公告を行

うとともに、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札参加を可能とした。 

この結果、本局においては、電子入札率1が前年度の７９．２％から９

３．８％に、電子契約率2が前年度の４０．５％から５９．０％に向上し

た。また、令和５年度は地方事務所の入札案件が１件発生したことから、

地方事務所において初めてＧＥＰＳを利用して電子入札を実施したとこ

ろ、従来入札参加業者は地元の事業者に限られていたが、当該電子入札に

は地元の事業者以外の事業者が入札に参加した。 

なお、地方事務所においては、電子入札率が前年度の０％から１００％

に向上したが、電子契約率は前年度と同様に０％であり、変化が見られな

かった。 

 

以上 

                             
1  電子入札率＝電子応札案件数/電子入札案件数のことである。また、「電子入札案件数」は、入札案件

数のうち、電子入札が可能な件数（紙と電子の混合を含む）のことであり、「電子応札案件数」は、開

札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が１社以上存在する案件数のことである。 
2  電子契約率＝電子契約案件数/電子応札案件数＋電子入札によらない電子契約数のことである。ま

た、「電子契約案件数」は、契約確定件数（ただし、入札案件に限る。）のうち、契約書又は請書を電子

で実施した案件数のことであり、「電子入札によらない電子契約数」は、電子契約のうち、電子入札を行

わずに電子契約を実施した件数（電子契約案件数の内数）のことである。 














